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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】切削加工による薄肉化が困難な成形品に対してもさらなる薄肉化・軽量化が可能
な薄肉成形品製造方法、およびその方法により製造された薄肉成形品、薄肉成形品を用い
て筐体が構成された電子機器を提供する。
【解決手段】成形品の成形を行う成形工程と、成形品の表面に対し仕上げ加工を施す際に
、成形品表面より少なくとも一の領域を選択し、選択された領域の仕上げ面粗さを成形品
表面における他の領域より粗く設定して仕上げ加工を施す仕上げ加工工程と、仕上げ加工
工程により仕上げ加工を施した前記成形品における前記一の領域と、少なくとも一部の前
記他の領域とを、所定条件下で溶解させるエッチング工程とを備えた。
【選択図】なし



(2) JP 2010-24537 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
成形品の成形を行う成形工程と、
　前記成形品の表面に対し仕上げ加工を施す際に、前記成形品表面より少なくとも一の領
域を選択し、前記選択された領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面における他の領域より
粗く設定して仕上げ加工を施す仕上げ加工工程と、
　前記仕上げ加工工程により仕上げ加工を施した前記成形品における前記一の領域と、少
なくとも一部の前記他の領域とを、所定条件下で溶解するエッチング工程とを備えること
を特徴とする薄肉成形品製造方法。
【請求項２】
前記仕上げ加工工程において設定する前記選択された領域の仕上げ面粗さは、前記エッチ
ング工程において溶解する溶解量に応じて設定する請求項１記載の薄肉成形品製造方法。
【請求項３】
前記仕上げ加工工程において、前記成形品表面より複数の領域を選択した場合、前記複数
の領域の各仕上げ面粗さは、前記エッチング工程において溶解する溶解量に応じて差異を
設けて設定する請求項２記載の薄肉成形品製造方法。
【請求項４】
前記成形品は、マグネシウム合金製の鋳造品である請求項３記載の薄肉成形品製造方法。
【請求項５】
成形された成形品の表面に対し仕上げ加工が施される際に、前記成形品表面より少なくと
も一の領域が選択され、前記領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面における他の領域より
粗く設定されて仕上げ加工が施され、
　前記仕上げ加工が施された前記成形品における前記一の領域と、少なくとも一部の前記
他の領域とを、所定条件下で溶解させたことを特徴とする薄肉成形品。
【請求項６】
成形された成形品の表面に対し仕上げ加工が施される際に、前記成形品表面より少なくと
も一の領域が選択され、前記領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面における他の領域より
粗く設定されて仕上げ加工が施され、
　前記仕上げ加工が施された前記成形品における前記一の領域と、少なくとも一部の前記
他の領域とを、所定条件下で溶解させた薄肉成形品を用いて筐体が構成されたことを特徴
とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形品の薄肉化技術に係り、特に切削加工による薄肉化が困難な成形品に対
して好適な薄肉成形品製造方法、およびその方法により製造された薄肉成形品、薄肉成形
品を用いて筐体が構成された電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マグネシウム合金製の筐体は、樹脂やアルミニウム合金などで形成された筐体と比べて
、軽量化・薄型化が図り易い。そのため、ノート型のパーソナルコンピュータのような電
子機器の筐体には、マグネシウム合金製の筐体が多く用いられている。
【０００３】
　マグネシウム合金製の筐体は、ダイカスト法などの金型鋳造技術を用いて成形される。
この成形品は、機械的・化学的前処理、化成処理、プライマーの塗布、塗料塗布、クリア
の塗布などの表面処理が行われることによって、最終的に筐体として用いられる。
【０００４】
　今日、ノート型のパーソナルコンピュータなどの可搬性が求められる電子機器は、軽量
化・薄型化が強く望まれる。このマグネシウム合金製の成形品は、体積と比重により重量
が決定される。電子機器の軽量化・薄型化を行う一の手段としては、成形品の肉厚が予め
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小さくなるように成形することが考えられる。
【０００５】
　しかし、金型鋳造技術をはじめとする成形技術においては、成形時の不良防止のために
はある一定の肉厚が必要であり、成形品の薄肉化・軽量化には限界があった。
【０００６】
　これに対し、マグネシウム合金製の成形品の薄肉化・軽量化技術が特許文献１に開示さ
れている。特許文献１のマグネシウム合金の成形品は、成形時に薄肉化を図ることに伴う
不良品の発生を回避するため、成形時においては必要十分な肉厚を持って成形し、成形後
においてこの成形品を機械加工などによって切削加工することにより成形肉を除去して薄
肉化を図るものであった。
【特許文献１】特開２００２－１８６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年の成形技術の進歩に伴い、成形によって例えば０．４５ｍｍ程度と極めて薄肉状の
成形品を製造することが可能となった。このような薄肉成形品に対しても、特許文献１に
開示された技術を適用してさらに薄肉化・軽量化を行うことが検討される。
【０００８】
　しかし、薄肉成形品に許容以上の切削加工を施した場合には、切削熱による変形が生じ
るという課題があった。また、切削加工後の薄肉成形品には内部歪が残存し、切削加工後
に行われる塗装処理などの処理で与えられる乾燥熱（例えば、約１６０℃）の影響により
、薄肉成形品に膨張が生じるという課題があった。
【０００９】
　このため、特許文献１に開示された技術は、薄肉成形品の薄肉化・軽量化に対しては適
用することができなかった。
【００１０】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、切削加工による薄肉化が困難な成
形品に対してもさらなる薄肉化・軽量化が可能な薄肉成形品製造方法、およびその方法に
より製造された薄肉成形品、薄肉成形品を用いて筐体が構成された電子機器を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る薄肉成形品製造方法は、上述した課題を解決するために、成形品の成形を
行う成形工程と、前記成形品の表面に対し仕上げ加工を施す際に、前記成形品表面より少
なくとも一の領域を選択し、前記選択された領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面におけ
る他の領域より粗く設定して仕上げ加工を施す仕上げ加工工程と、前記仕上げ加工工程に
より仕上げ加工を施した前記成形品における前記一の領域と、少なくとも一部の前記他の
領域とを、所定条件下で溶解するエッチング工程とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る薄肉成形品は、上述した課題を解決するために、成形された成形品
の表面に対し仕上げ加工が施される際に、前記成形品表面より少なくとも一の領域が選択
され、前記領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面における他の領域より粗く設定されて仕
上げ加工が施され、前記仕上げ加工が施された前記成形品における前記一の領域と、少な
くとも一部の前記他の領域とを、所定条件下で溶解させたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る電子機器は、上述した課題を解決するために、成形された成形品の
表面に対し仕上げ加工が施される際に、前記成形品表面より少なくとも一の領域が選択さ
れ、前記領域の仕上げ面粗さを前記成形品表面における他の領域より粗く設定されて仕上
げ加工が施され、前記仕上げ加工が施された前記成形品における前記一の領域と、少なく
とも一部の前記他の領域とを、所定条件下で溶解させた薄肉成形品を用いて筐体が構成さ
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れたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る薄肉成形品製造方法、および薄肉成形品、電子機器においては、切削加工
による軽量化が困難な薄肉成形品に対しても生産性を低下させることなく薄肉化・軽量化
を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係る薄肉成形品製造方法、および薄肉成形品、電子機器の実施形態について、
添付図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明に係る電子機器の一例であるノート型のパーソナルコンピュータの外観
斜視図である。
【００１７】
　パーソナルコンピュータ１は、本体２と表示ユニット３とを備える。
【００１８】
　本体２は、筐体ベース４と筐体カバー５とを備える。筐体カバー５は、筐体ベース４に
上方から組み合わされる。そして本体２は、筐体ベース４と筐体カバー５とが互いに協働
することで構成された箱状の筐体６を備える。筐体６は、上壁６ａ、周壁６ｂ、および下
壁６ｃを有する。
【００１９】
　表示ユニット３は、ディスプレイハウジング７と、このディスプレイハウジング７に収
容された表示パネル８とを備える。表示パネル８は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などからなり、表示画面８ａを有する。表示画面８ａは、
ディスプレイハウジング７の前面の開口部７ａを通じて、ディスプレイハウジング７の外
部に露出されている。
【００２０】
　表示ユニット３は、筐体６の後端部にヒンジ装置を介して支持されている。そのため、
表示ユニット３は、上壁６ａを上方から覆うように倒される閉じ位置と、上壁６ａを露出
させるように起立する開き位置との間で回動可能である。
【００２１】
　本体２を構成する筐体ベース４と筐体カバー５、および表示ユニット３を構成するディ
スプレイハウジング７は、例えばダイカスト法で成形された鋳造成形品（成形品）であっ
て、例えばマグネシウムを主成分とするマグネシウム合金で形成される。
【００２２】
　鋳造成形後のこれらの成形品には、所定の被膜を形成させる化成処理の前段階として、
機械的・化学的な前処理が行われる。この前処理は、特に薄肉の成形品にとっては化成処
理や塗装処理の性能に影響を及ぼす重要な処理工程である。
【００２３】
　この前処理には、機械的前処理としての切削処理、化学的前処理としての脱脂処理、酸
洗い処理、表面調整処理などがある。
【００２４】
　切削処理は、成形後の表面をエンドミルなどの切削機械を用いて、表面のあれなどを調
整する処理である。脱脂処理は酸洗い処理に先立って行われる処理であり、成形品を例え
ばリン酸塩水溶液などを用いて脱脂する。リン酸塩水溶液で脱脂処理することにより切削
油は除去され、また離型剤は軟化されて除去しやすくなる。酸洗い処理は、脱脂処理で除
去できない酸化皮膜、腐食生成物、焼きついた潤滑剤などの物質の除去を目的として行わ
れる処理である。
【００２５】
　ここで、パーソナルコンピュータ全体の軽量化を実現する手段の一つとして、機械的前
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処理工程において、鋳造成形後の成形品に対して切削加工を行うことにより成形品の薄肉
化・軽量化を行うことが考えられる。
【００２６】
　しかし、基本肉厚が例えば０．４５ｍｍ程度の薄肉状で成形された成形品（薄肉成形品
）に対して切削加工を行うと、切削熱により変形が生じてしまう。また、切削熱により変
形が生じない場合であっても、薄肉成形品には切削に伴う内部歪が残存する。この結果、
切削加工後に行われる塗装処理で与えられる乾燥熱（例えば、約１６０℃）の影響により
、薄肉成形品に膨張が生じてしまう。このため、薄肉状で成形された薄肉成形品に対して
は、切削加工による薄肉化・軽量化は適していなかった。
【００２７】
　これに対し、本実施形態における薄肉成形品製造方法は、切削加工工程と酸洗い工程を
効果的に組み合わせることにより薄肉成形品の薄肉化・軽量化を効果的に行い、パーソナ
ルコンピュータ１全体の軽量化を実現することができる。
【００２８】
　すなわち、本実施形態における薄肉成形品製造方法は、後に行われるエッチング（酸洗
い）工程において溶解させる溶解量に応じて、成形品表面における選択された領域毎に仕
上げ面粗さを設定し、仕上げ加工としての切削加工を行う仕上げ加工工程と、切削加工が
行われた薄肉成形品の表面層を所定条件下で溶解させることにより薄肉化・軽量化を行う
エッチング工程とを順次組み合わせて行うことにより、所望の肉厚まで好適に薄肉成形品
の薄肉化を行う。
【００２９】
　仕上げ加工工程としての切削加工工程では、後に行われる酸洗い（エッチング）工程に
おいて特に薄肉化を所望する領域については、表面が意図的に粗く切削されるように仕上
げ面粗さが決定される。切削加工工程においては、薄肉成形品の薄肉化・軽量化を目的と
した許容量以上の切削加工を行わないため、上述した薄肉成形品の歪や変形の発生を回避
することができる。
【００３０】
　また、薄肉成形品の表面の複数の領域において、酸洗い工程における溶解量の程度に差
異を設けたい場合には、この領域毎に仕上げ面粗さの大きさに差異を設けることにより、
酸洗い工程における表面層の溶解量に効果的に差異を設けることができる。
【００３１】
　すなわち、薄肉化を図りたい領域ほど切削加工により表面を粗く形成することで、酸洗
い工程において酸溶液に触れる表面積を大きくすることができ、この結果表面粗さが粗い
領域ほどマグネシウム合金の溶解を促進することができる。なお、本来の所定粗さよりも
粗く仕上げることで薄肉成形品の表面に凹凸部が生じるが、その後の酸洗い工程において
エッチングされることにより最終的には凹凸部の少ない表面に仕上げることで解消するこ
とができる。
【００３２】
　エッチング工程としての酸洗い工程においては、酸水溶液が満たされた酸洗い槽に切削
加工後の薄肉成形品を所定条件下で浸漬させることにより、脱脂処理で除去できない物質
の除去を行うという酸洗い工程の本来の目的を達成するとともに、薄肉成形品の表面層を
意図的に過剰溶解させてエッチング処理を行う。このエッチング処理を行う際に決定され
る酸水溶液の成分、濃度、温度および浸漬時間などの各条件は、好適に薄肉成形品の溶解
が促進され、薄肉化・軽量化が行われる条件が任意に決定される。
【００３３】
　次に、本実施形態における薄肉成形品製造方法を適用し、薄肉成形品であるパーソナル
コンピュータ１の筐体ベース４を製造する場合を一例として説明する。
【００３４】
　図２は、本実施形態における薄肉成形品製造方法の手順を説明するフローチャートであ
る。
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【００３５】
　図３は、本実施形態におけるパーソナルコンピュータの筐体ベースの外観斜視図である
。
【００３６】
　筐体ベース４は、パーソナルコンピュータ１の構成に応じて平面部位や曲面部位、複数
の矩形状の開口部、ネジ加工が施されたボスなどを適宜備えて構成される。例えば、筐体
ベース４の平面部位４ａには、基板やハードディスクドライブなどの内部部品が配置され
るようになっている。
【００３７】
　この筐体ベース４は、成形後の基本肉厚が例えば０．４５ｍｍの薄肉状となるように成
形される。なお「基本肉厚」とは、その成形品のなかで最も広く全体に取り上げられてい
る厚さのことを指す。図３の筐体ベース４においては、例えば筐体下壁６ｃの多くの部分
が有する肉厚を指す。本実施形態においては、筐体ベース４はダイカスト法により形成さ
れたＡＺ９１Ｄのマグネシウム合金の成形品とする。
【００３８】
　第一工程において、筐体ベース４において薄肉化を特に行うことを所望する領域の選択
が行われる。また、この選択された領域に対し、切削加工の仕上げ面粗さが設定される。
本実施形態における薄肉成形品製造方法は、この仕上げ面粗さの程度が粗いほど薄肉化を
図ることができる。例えば、通常の筐体ベース４の切削加工工程における仕上げ面粗さは
算術平均粗さＲａで約１．６μｍ程度の良面仕上げとなるように設定される。これに対し
、特に酸洗い工程における溶解量を増加させて薄肉化を所望する領域については、切削加
工による仕上げ面粗さは算術平均粗さＲａで１２．５～２５μｍの範囲内で粗面仕上げと
なるように設定される。
【００３９】
　本実施形態においては、筐体ベース４のうち基板が配置される平面部位４ａの溶解量が
特に大きくなるように、平面部位４ａを粗面仕上げを行う領域として選択し、この平面部
位４ａの仕上げ面粗さは算術平均粗さＲａで約１２．５μｍに設定した。またこの領域以
外の他の領域については良面仕上げ領域とし、仕上げ面粗さは算術平均粗さＲａで約１．
６μｍに設定した。
【００４０】
　第二工程において、第一工程において設定された筐体ベース４の各領域の仕上げ面粗さ
に応じて切削加工処理を行う。このとき、筐体ベース４の薄肉化・軽量化を目的とした筐
体ベース４の切削加工を行う必要がないため、切削熱により歪などを生じさせることなく
許容範囲内で切削加工を行うことができる。
【００４１】
　本実施形態においては、２枚刃エンドミル（径１０ｍｍ、３０００ｒｐｍ）を用いて切
削加工を行った。また、良面仕上げの場合には切削速度を３００ｍｍ／ｍｉｎ、粗面仕上
げの場合は切削速度を６００ｍｍ／ｍｉｎとした。
【００４２】
　第三工程において、切削加工が行われた筐体ベース４の酸洗い処理（エッチング処理）
を行う。酸洗い処理は、筐体ベース４の薄肉化・軽量化を図るための表面層の溶解を行う
エッチング処理を兼ねて行われる処理である。この酸洗い処理は、例えば所定の酸水溶液
が満たされた酸洗い槽に、所定条件下で筐体ベース４を浸漬させることにより行われる。
この酸洗い処理における酸水溶液の管理や処理時間などの各種条件は、筐体ベース４の溶
解が好適に行われるように適宜設定されるのが好ましい。
【００４３】
　本実施形態においては、所定の酸水溶液を、補充量１．０～１．５ｌ／時間で連続補充
を行った。また、酸水溶液は、濃度１０％、温度３６度となるように管理を行った。また
、酸洗い処理の時間については３分間とした。
【００４４】
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　なお、酸水溶液中におけるマグネシウム含量の増加に伴い、筐体ベース４表面層の溶解
力が低下し、エッチング処理能力は低下する。このため、水溶液中のマグネシウム含量は
一定値以下に保つのが好ましい。
【００４５】
　酸洗い処理時、筐体ベース４におけるネジ加工が施されたボス４ｂなどは、エッチング
処理による表面層の溶解により寸法変化が生じ、トルク低下につながる場合がある。この
ため、筐体ベース４において寸法変化が好ましくない部位については、予めマスキングを
行うことにより、寸法変化を回避することができる。例えば、ネジ加工が施されたボスに
対しては、予めボルトを締めて酸洗い処理を行うことによりマスキングを施すことができ
る。ただし、Ｍ１．３以下のネジに対応するネジ加工が施された場合については、酸水溶
液の浸入が起こりにくいため、マスキングを行わなくてもよい。
【００４６】
　図４は、酸洗い処理後の図３の筐体ベースのＩＶ－ＩＶ間の概念的な断面図である。図
４における点線は、酸洗い処理前の筐体ベース４の寸法を示している。
【００４７】
　図４に示すように、粗面仕上げで切削加工が行われた平面部位４ａについてのエッチン
グ量ｄ２は、良面仕上げで切削加工が行われた他の領域のエッチング量ｄ２と比較して大
きく、より薄肉化が図れた。
【００４８】
　図２の第四工程において、必要に応じて洗浄・表面調整処理が行われ、順次化成処理・
プライマーの塗布、塗料塗布、クリアの塗布などの表面処理が行われる。
【００４９】
　以上で薄肉成形品製造方法の手順の説明を終了する。
【００５０】
　本実施形態で用いられた条件下で製造された筐体ベース４に表面抵抗値試験、化成処理
、塗装密着性試験、塗装外観試験などの各種評価項目について検討したところ、必要な評
価基準を満たしていることがわかった。また、パーソナルコンピュータ１としての製品状
態での堅牢評価、押し圧評価、塗装評価、反り矯正評価、外観品位評価などの各種評価項
目についても、同様に必要な評価基準を満たしていることがわかった。
【００５１】
　この薄肉成形品製造方法によれば、切削加工と酸洗い処理を好適に組み合わせることに
より、切削加工により薄肉化が困難であるような薄肉成形品であっても薄肉化できる結果
、薄肉成形品の軽量化を好適に実現することができる。また、薄肉成形品の軽量化に伴い
、パーソナルコンピュータ１全体の軽量化を図ることができる。
【００５２】
　また、意図的に薄肉化を図りたい領域については粗面仕上げとすることにより、酸洗い
工程における溶解量を容易に制御することができる。さらに、仕上げ面粗さに差異を設け
て切削加工を行うことにより、溶解量に差異を持たせることができ、一度の酸洗い処理で
肉厚の異なる複数の領域を形成することもできる。
【００５３】
　さらに、本来ならば良面仕上げで切削加工を行っていた領域を粗面仕上げで切削加工を
行うことにより切削速度が大きくなるため、切削加工時間を短縮することができる。この
ため、作業効率を向上させることができる点でも有効である。
【００５４】
　さらにまた、酸洗い工程において通常の酸洗い処理よりも強いエッチング効果が得られ
るように各種条件を設定することにより、好適に薄肉化・軽量化を図ることができる。本
実施形態における条件下で酸洗い処理を行った結果、約５％の軽量化を図ることができた
。なお、本実施形態において適用した薄肉成形品製造方法の各種条件は一例であって、薄
肉成形品の種類や大きさ、所望の溶解量などに応じて、適宜最適な条件を選択して仕上げ
加工（切削加工）処理、エッチング（酸洗い）処理を行うことにより、薄肉成形品の薄肉
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領域に限らず一部の領域であってもよい。
【００５５】
　なお、本発明に係る薄肉成形品製造方法をＡＺ９１Ｄマグネシウム合金からなる薄肉成
形品の製造方法に適用して説明したが、特にこれに限定することなく、例えばマグネシウ
ムやＭｇ－Ａｌ系合金、Ｍｇ－Ｍｎ系合金、Ｍｇ－Ｃａ系合金、Ｍｇ－Ｌｉ系合金、Ｍｇ
－希土類系合金、その他あらゆる金属や合金に適用してもよい。また、本発明を適用する
薄肉成形品は成形法にも特に限定はなく、例えばチクソモールディング法などの鋳造法、
展伸材の圧延法、鍛造法などで成形され、製品化されるものなど、すべての成形品に適用
してもよい。
【００５６】
　さらに、本発明に係る薄肉成形品製造方法を適用する薄肉成形品は、筐体ベース４に限
らず、筐体カバー５、ディスプレイハウジング７などパーソナルコンピュータ１の筐体を
構成する他の部材や、パーソナルコンピュータ１に用いられる他の成形品に適用してもよ
い。
【００５７】
　さらにまた、上記説明したノートブック型のパーソナルコンピュータのほかにも、様々
な電子機器に適用可能であり、特に、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔ）、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機などの電子機
器に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る電子機器の一例であるノート型のパーソナルコンピュータの外観斜
視図。
【図２】本実施形態における薄肉成形品製造方法の手順を説明するフローチャート。
【図３】本実施形態におけるパーソナルコンピュータの筐体ベースの外観斜視図。
【図４】酸洗い処理後の図３の筐体ベースの概念的な断面図。
【符号の説明】
【００５９】
１　パーソナルコンピュータ
２　本体
３　表示ユニット
４　筐体ベース
４ａ　平面部位
４ｂ　ボス
５　筐体カバー
６　筐体
７　ディスプレイハウジング
７ａ　開口部
８　表示パネル
８ａ　表示画面
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